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含
る
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試
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想
ヘ
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内
般
の
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t
J
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コ昨日門的け
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吋町長。吋

ωの
ど
ャ
と

E
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今
日
の
放
態
を
呈
す
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至
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迄
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人
類
の
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ち
な
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i
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l
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努
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之
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に
裂
や
完
投
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な
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日

本

の

殖

民

地

統

治

問

題

一

主

口

人

が

之

等

の

媛

路

一

ぷ

ぴ

其

碗

究

材

料

に

闘

し

て

叫

ん

る

小
、
倉
和
市
.
所
は
貴
仁
九
牛
の
一
毛
仁
、
だ
も
及
、
ほ
か
る
な
よ
り
。
人
類
は

警
統
治
の
業
未
乞
京
b
ず
、
韓
関
問
題
の
解
決
未
だ
成
長
。
蕃
族
煉
克
に
し
て
初
期
の
殖
民
者
は
其
敷
設
者
な
J
9
0

彼
等
の

脳
髄
は
漆
決
仁
し
て
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闘
の
行
政
は
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'
郊
く
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き
て
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意
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宅
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r
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然

6
0
過
去
の
歴
史
は
時
代
の
経
過
と
共
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非
常
の
速
力
民
闘
の
伍
仁
列
し
大
る
日
本
が
他
閥
殊
γ
ト
先
進
殖
民
閥
ょ

を
以
て
建
慮
命
回
線
な
く
吾
人
の
詑
憶
よ
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り
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却
せ
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と
す
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を
以
て
其
行
動
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批
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り
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に
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台
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の
記
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期
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可
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し
て
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し
日
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て
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進
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滋
去
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を
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人
の
遺
勤
を
追
慕
…
の
行
動
中
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な
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居
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返
す
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は
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去
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踏
史
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せ
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て
今
日
仁
於
て
は
最
卒
論
議
の
絵
地
な
し
。
故
仁
現
今
批
み
な
ら
下
、
其
進
歩
の
階
段
ピ
横
は
れ
る
一
一
拐
の
過
失
罪

評
家
の
指
摘
す
る
所
は
之
等
の
土
地
に
封
ず
る
日
本
の
統
行
を
一
時
び
す
る
乙
と
な
が

b
き
。
例
之
ば
家
内
欧
州
燈
の
如

治
行
動
其
の
唱
の
が
批
難
す
可
き
も
の
な

b
と
の
鮪
な
2

り
を
態
紘
な
る
事
業
に
於
て
も
日
本
は
奮
式
行
燈
よ

b
一
躍

と
す
。
却
も
昔
人
が
批
許
家
の
一
般
語
調
よ

b
剣
定
ず
る
し
て
電
燈
を
採
用
せ
L
ッ
。
設
を
以
て
彼
等
欧
米
入
拡
日
本

所
に
よ
れ
ば
、
彼
等
は
日
本
、
北
る
も
の
業
務
局
図
政
策
に
の
殖
民
政
策
仁
濁
し
て
論
b
て
日
〈
、
放
等
は
頗
る
観
察

於
て
は
宜
し
く
攻
問
の
封
殖
民
地
政
策
仁
倣
ふ
可
を
唱
の
カ
仁
宮
め
る
が
故
仁
五
日
人
が
過
去
の
殖
民
時
代
に
於
て
犯

な
る
仁
実
然
ら
含
る
拡
訣
れ
る
の
甚
だ
し
き
も
の
な
F

り
と
し
北
る
凡
て
の
失
行
を
了
得
し
文
る
な
る
可
し
。
故
仁
吾

な
す
仁
あ
J

り
。
彼
等
紅
白
〈
、
今
日
に
於
て
は
何
人
と
雛
人
は
欽
等
が
斯
か
る
非
行
を
繰
返
3
な
ら
ん
乙
と
を
問
中
一
む

合
会
然
廿
一
(
隣
人
の
利
害
を
無
腕
し
て
自
己
の
行
翁
を
添
仁
一
校
等
拡
他
の
寓
般
の
事
物
仁
付
を
て
は
、
選
鐸
の
術
頗
る

ず
る
乙
之
、
を
得
守
'G
は
不
動
の
原
則
な
る
が
故
に
。
日
本
一
宜
し
を
を
得
、
下
り
。
故
仁
川
此
場
令
仁
一
於
て
も
亦
然
ら
も
d
w
b

.
仁
し
て
若
し
五
口
人
、
が
滋
去
燦
脱
の
時
代
仁
一
於
て
犯
し
セ
る
一
一
円
か
ら
ホ
ノ
、
否
此
場
合
に
於
け
る
選
樺
は
他
の
場
令
仁
川
於

失
行
を
繰
返
す
が
如
き
乙

t
あ
ら
ば
五
口
人
は
決
し
て
之
を
一
け
る
よ
t

り
も
一
一
般
容
易
な

b
o
如
何
と
な
れ
ば
今
日
に
於

宥
恕
す
る
乙
之
を
得
?
と
。
要
す
る
に
世
界
記
日
本
、
が
近
一
て
は
五
日
人
の
殖
民
政
策
上
に
於
け
る
過
去
の
快
欧
州
は
明
瞭

時
急
速
の
進
歩
を
な
し
大
る
の
事
貨
を
捕
ヘ
・
来
t
り
て
某
殖
一
仁
指
摘
せ
ら
る
-h
に
歪
ιリ
、
花
れ
ば
な
ん
と
。

民
政
策
を
批
評
す
る
じ
非
常
主
的
き
標
準
を
以
て
せ
ん
と
一
予
は
日
本
の
政
策
を
批
評
す
る
の
士
が
果
し
て
殖
民
地

ず
る
刃
も
の
な
ウ
o

蓋
し
日
本
が
欧
米
の
究
物
制
度
を
輸
入
一
建
設
の
呉
意
k
了
解
せ
る
や
否
や
を
疑
ふ
が
も
の
な
t
り
。
英

ず
る
仁
常
1

り
て
や
臥
米
人
、
が
多
年
の
苦
辛
を
終
て
到
建

L
~
閣
は
賜
ダ
タ
の
殖
民
地
を
有
せ
る
が
故
、
に
其
建
設
の
経
路
港

北
る
鮪
bz
以
て
其
出
後
鮎
と
な
す
乙
と
を
得
、
食
る
を
以
て
五
日
人
の
記
憶
を
股
せ
ん
と
す
る
も
の
多
F

し
。
側
同
省
亦
多

符
仁
ぷ
遅
々
煩
雑
な
る
経
路
を
繰
返
す
の
要
な
か
よ
リ
し
の
く
の
殖
民
地
を
有
す
然
か
活
殖
民
問
題
を
務
内
九
L
た
7
Q

倣

1.83 

関
政
-
治
家
政
某

ιて
殖
民
地
の
建
設
を
以
て
容
易
な
る
昔
、
ヂ
と
一
五
ふ
乙
と
を
存
可
し
、
斯
か
る
場
合
仁
於
て
は
門
戸

の
な
'
'
り
と
思
考
す
る
や
否
や
。
商
班
一
芳
及
び
和
蹴
闘
が
般
民
は
る
…
然
解
放
す
る
か
或
は
之
を
閉
塞
す
る
か
の
一
仁
出
品
v，

的
奮
闘
を
敢
て
し
士
る
時
代
以
蹴
仁
逝
去
仁
腐
す
。
左
れ

J
S
る
可
か
ら
や
/
之
一
五
ふ
が
f

却
を
一
鉱
山
伏
し
て
口
県
理
ド
ト
非
ヂ
。

ど
濁
逸
及
伏
公
衆
闘
は
今
宵
海
外
務
艇
の
中
詮
仁
あ
J

り
て
一
論
者
日
く
、
日
本
政
府
は
白
岡
民
の
中
不
良
の
徒
が
治

親
し
く
殖
民
地
建
設
の
苔
酸
を
守
め
つ
?
の
る
な
'hjo

忠
一
々
と
業
継
民
地
に
乱
入
す
る
乙
と
を
防
止
せ
歩
、
殖
民
地

誠
闘
を
念
ふ
の
政
治
家
、
が
殖
民
地
を
開
拓
し
て
割
譲
僚
約
一
仁
於
て
有
ら
ゆ
る
乱
行
狼
籍
の
演
廿
ら
る
、
を
看
過
す
之

を
締
結
す
る
哲
義
良
な
る
閥
民
が
真
家
族
を
提
げ
て
此
所
一
れ
頗
る
不
註
訟
の
極
と
云
は
や
C

る
可
か
ら
み
y
i
L
O

此
批
難

に
移
住
し
、
相
提
携
し
て
事
業
の
経
替
に
従
事
す
る
乙
と
一
は
或
欧
州
迄
は
正
信
仁
し
て
日
本
人
自
身
と
縦
唱
此
説
が
幾

な
く
ん
ば
彼
等
の
傍
カ
は
遂
に
容
し
を
仁
終
る
な
h
/
O

羅
一
分
の
異
斑
を
合
ひ
ど
t
仁
子
容
認
す
。
日
本
が
般
民
政
策
を

烏
は
盛
ん
仁
懐
柔
政
策
と
外
人
の
入
闘
を
誘
ぴ
大
る
も
然
一
遂
行
せ
ん
と
す
る
に
賞
。
、
最
苦
闘
難
な
る
問
題
の
一
は

か
弘
一
日
仁
し
て
彼
の
大
を
な
す
と
と
能
は

2
6
堂
。
英
一
如
何
に
し
て
其
悶
民
を
し
て
美
樹
の
殖
民
者
文
ち
し
む
る

踏
の
殖
民
政
策
は
頗
る
寛
大
に
し
て
殖
民
地
に
於
て
は
白
一
乙
と
を
得
る
や
o

換
ム
一
泊
す
れ
ば
如
何
仁
し
て
彼
等
の
問
に

自
の
憲
章
に
よ
み
て
人
民
の
収
利
は
遺
憾
な
く
保
護
せ
ら
一
異
個
の
殖
民
的
精
紳
を
投
入
す
る
と
と
を
得
ゐ
や
の
欧
州
な
・
‘

る
h

が
故
仁
自
由
を
愛
す
る
の
士
以
准
ん
で
之
仁
趨
く
が
…
る
乙
と
絃
疑
な
を
所
な
F
9
0

一
克
来
日
本
人
は
愛
郷
の
念
願

如
を
・
有
様
な

bdと
雄
司
、
他
闘
の
除
剰
人
民
を
の
み
誘
致
了
'Q

強
さ
が
故
に
一
旦
遠
く
故
閥
合
離
る
h

と
き
は
愛
郷
病

せ
ん
と
す
る
が
如
き
は
決
し
て
健
全
な
る
殖
民
政
策
と
一
五
一
の
匁
め
仁
悩
d
A
3
る
L
ζ

と
頗
る
大
な
ム
リ
o

此
読
は
嘗
て

ふ
乙
と
を
得
ヂ
。
所
諮
問
戸
解
放
の
主
義
は
海
外
領
地
仁
一
日
本
人
が
太
平
洋
東
岸
の
諮
闘
に
伎
入
せ
ん
と
す
る
が
然

殖
民
せ
ん
と
す
る
場
合
仁
川
い
不
趨
蛍
な
る
主
義
に
し
て
、
め
世
界
的
大
問
題
を
志
知
的
せ
ん
と
し
文
る
の
事
費
I
ζ

矛
盾

少
な
〈
之
電
葉
初
期
仁
於
て
は
之
を
遁
用
ず
る
乙
と
を
得
す
る
が
'
却
し
と
雛
活
決
し
て
然
ら
な
る
な
L
ツ
o
兎
仁
角
数

.'雑

銑

-・4・
一.同副‘
‘・・“‘・ー.‘一
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雑

多
の
将
棋
的
日
本
人
が
群
を
な
し
て
新
属
国
に
侵
入
し
之

が
矯
め
に
大
仁
閥
春
吃
傷
け
短
い
て
累
を
政
府
に
及
ぼ
し

っ
、
あ
る
は
疑
ふ
可
が
も
ら
合
る
所
な
t
り

。

(

ぺ
論
者
は
今
や
上
惑
の
事
変
を
指
摘
誇
大
し
、
厳
粛
沈
英
一

な
る
批
評
家
の
地
位
を
棄
て
、
、
・
不
謹
慎
な
る
誹
説
者
の
…

列
ド
ド
進
み
、
現
在
殺
生
し
っ
、
あ
る
所
は
一
般
の
状
況
上
一

正
に
然
ら
含
る
可

h
T
b
Sる
所
な
る
を
忘
れ
て
、
狼
J

り
仁
…

之
を
以
て
日
本
、
が
殖
民
政
策
に
失
敗
し
セ
る
好
個
の
例
議
一

と
な
さ
ん
と
す
。
設
仁
於
て
予
拡
論
者
仁
問
は
ん
と
す
、
一

論
者
は
果
し
て
英
倒
殖
民
史
を
揺
さ
北
る
乙
と
あ
ち
ゃ
ー
一

英
閥
、
が
世
界
の
各
部
に
渉
ち
て
盛
'
A
仁
土
地
を
略
取
せ
る
一

時
代
仁
一
於
け
る
彼
等
の
行
潟
は
之
を
近
代
の
批
評
眼
ょ
ん
〆
一

見
て
決
し
て
銚
鮎
な
し
と
一
五
ふ
乙
と
を
得
る
や
と
。
五
日
人
一

は
海
外
領
土
の
建
設
に
嘗
ム
ワ
て
は
重
大
な
る
困
難
主
遭
遇
一

す
る
ζ

と
あ
る
を
知
ら
才
る
可
か
ら
歩
。
五
日
人
は
英
図
が
一

枇
畑
氏
側
と
し
て
今
日
の
強
大
を
致
3
ん
が
翁
め
に
採
ん
・
来
】

t
リ
セ
る
点
飯
政
策
は
悉
く
皆
卒
穏
柔
和
な
る
唱
の
h

み
な

ん
し
と
一
ぞ
か
乙
と
を
得
ぎ
る
の
事
安
を
知
ら
含
る
可
か
ら

ヂ
。
此
事
支
は
英
闘
政
府
が
殖
民
地
仁
一
於
ゆ
り
る
殺
人
犯
者

銭

守、

ニ
ご
問

を
一
屠
有
款
に
庭
罰
一
せ
ん
が
怨
め
千
八
百
十
必
年
に
議
布

し
、
た
る
悠
例
の
絡
中
一
一
口
に
よ
AY
て
明
わ
な

b
H
〈、

議
穫
の
目
的
一
を
以
て
皇
常
陛
下
の
領
有
に
属
し
、
旦
ヲ

英
保
護
の
下
に
あ
る
南
米
ホ
Y

デ
ユ
一
プ
ス
湾
の
殖
民
地

に
住
居
し
、
叉
は
一
時
在
留
す
る

r

者
仁
し
て
同
地
仁
一
於

〈
悲
し
ひ
可
ア
殺
人
罪
を
犯
す

eの
あ
λ
ッ
、
且
つ
同
種

の
犯
罪
が
南
太
平
洋
上
の
陸
地
叉
は
一
公
海
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
及
び
オ
タ
A

d

q

ト
の
諸
島
、
反
ぴ
皇
帝

陛
下
の
領
有
に
属
せ
含
る
島
腕
部
落
其
他
の
場
所
に
於

て
、
英
図
細
川
舶
の
舶
長
、
般
員
、
叉
砿
多
く
は
加
舶
よ

t
り
解
雇
せ
ら
れ
叉
は
脱
走
し
大
る
者
に
し
て
依
然
之
等

の
場
所
に
於
け
る
土
民
間
に
住
居
ず
る
者
仁
よ
f

り
て
犯

3
れ
:
:
:
J

之
が
鍔
め
英
図
叉
は
其
他
の
欧
洲
商
民
の
名
聾
及
び
性

質
に
閥
し
大
な
る
排
斥
批
難
攻
撃
を
招
を
、
且
つ
斯

か
る
犯
罪
人
を
審
問
す
る
乙
と
の
困
難
な
る
が
矯
め

彼
等
は
虎
罰
せ
ら
る
、
乙
t
ζ

な
く
し
て
看
過
せ
ら
る
h

が
故
仁
・
・
:
:
:

印
も
斯
わ
る
犯
罪
を
鹿
罰
す
る
の
必
要
土
此
銀
側
の
議
布

を
見
、
党
る
"
も
の
な
1

り

。

西

部

毘

非

利

如

犯

罪

僚

例

拡

ジ

ル

ヌ

、

レ

オ

ネ

、

、

ガ

ン

認
非
利
加
及
び
東
邦
諸
倒
仁
在
陶
関
す
る
英
樹
原
氏
の
行
ピ
ャ
、
や
コ
ー
ル
ド
ヨ
ス
ト
及
ぴ

J

プ
プ
ス
等
の
殖
民
地
仁
按

動
一
に
闘
す
J

る
報
道
活
亦
決
し
て
前
泌
せ
る
所
仁
比
し
て
良
一
近
ず
る
地
方
仁
於
て
行
は
る
ー
、
犯
罪
仁
関
し
て
同
様
の
規

好
な
1

り
よ
」
一
万
ふ
乙
と
を
得
歩
、
南
河
川
非
利
加
犯
罪
篠
例
の
一
定
を
設
け

-rho
海
峡
殖
民
地
に
闘
し
て
は
海
峡
殖
民
地
'

緒

中

一

日

に

臼

〈

。

一

一

裁

剣

所

搭

仁

よ

ら

て

同

様

の

規

定

を

設

け

t
b
o

前
回
非
利
加
仁
於
て
市
緯
二
十
五
度
以
前
に
位
す
る
或
)
-
初
期
仁
一
於
け
る
日
本
殖
民
者
の
行
動
を
酷
評
す
る
者
或

州
の
住
民
は
-
如
何
な
る
女
明
倒
政
府
の
司
港
管
轄
区
域
は
臼
は
ん
英
闘
の
先
例
の
如
を
は
議
き
北
日
仁
属
す
と
。
閥

rp宅
腐
せ
歩
、
且
つ
之
社
一
吋
の
地
方
に
在
留
す
る
英
図
臣
家
的
犯
行
に
関
す
る
世
人
の
記
憶
は
其
消
滅
し
去
る
乙
と

民
が
之
等
の
地
域
内
に
於
て
犯
罪
を
行
ふ
の
恐
あ
る
が
頗
る
遮
わ
な
る
悲
の
、
如
し
。
今
や
英
闘
の
行
動
は
頗
る

故
仁
之
等
の
区
域
内
に
於
て
行
は
れ
食
る
犯
罪
を
鹿
罰
良
好
に
し
て
諸
積
の
刊
行
物
は
彼
等
が
興
味
あ
る
土
民
ド

ず
る
の
措
置
を
採
る
乙
と
を
必
要
と
す
。
封
ず
る
行
動
は
何
時
懇
初
を
極
ひ
主
体
ふ
。
蓋
し
状
況
は

ジ

l
dア
、
レ
オ
ネ
犯
罪
候
例
の
係
項
毛
亦
之
と
大
同
小
今
や
全
然
一
銭
し
文
1
0
J
O

或
は
日
く
今
日
英
闘
の
俸
道
郎

異
な
1

り

臼

く

。

の

行

潟

は

過

去

一

明

の

罪

業

を

消

滅

せ

し

め

て

ぬ

間

像

あ

ら

γ
1
一
ア
、
レ
ヂ
プ
小
殖
民
地
に
接
績
し
て
北
は
り
オ
グ
フ
と
。
左
れ
ど
見
上
前
掲
せ
る
特
殊
の
繰
例
が
最

J

初
に
お
以
布

y
デ
及
伏
プ
ロ
ラ
に
達
し
東
は
殖
民
地
よ
ー
っ
五
百
哩
に
せ
ら
れ
な
る
は
千
八
百
六
十
一
年
に
し
て
其
最
後
に
後
布

達
す
る
区
域
内
に
於
け
る
住
民
は
全
く
未
開
岡
仁
腐
し
せ
ら
れ
北
る
は
千
八
百
・
七
十
凶
年
に
非
歩
や
。
故
に
英
図

皇
帝
陛
下
の
臣
民
中
該
住
民
叉
は
異
他
の
替
の
、
生
命
図
舎
が
特
殊
の
候
例
を
制
定
し
て
之
を
慮
罰
す
る
の
必
要

及
ぴ
財
箆
に
濁
し
て
侵
害
を
加
ふ
る
も
の
頗
る
多
く
、
あ
ん

r

と
認
め
大
る
行
潟
は
来
、
だ
五
日
人
の
詑
憶
仁
新
食
な
る

し
か
司
船
警
は
混
同
剥
せ
ら
る
、

2
な
し
・
;
:
:
・
所
?
。
想
主
人
類
の
本
牲
は
洋
の
東
西
、
時
の
古
今

秘
抑

3
2
1
u

81) 

鋒



t
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，
 

l
 

，
 

鋒

ユ
司
会

雑

及川
ω
未
来
を
遜
b
て
甚
だ
し
き
差
異
な
が
る
可
き
が
故
に

彼
紘
一
ず
は
等
し
く
下
の
如
き
傾
向
を
有
す
る
な
る
可
し
。
邸

も
設
に
野
轡
蒙
昧
の
一
一
地
域
あ
L
ツ
て
確
然
大
る
統
治
者
な

く
、
喰
轡
民
の
住
居
ず
る
の
み
し
て
、
加
わ
宅
珍
奇
有
盆

な
る
物
資
の
存
在
す
る
乙
と
あ
ら
ん
か
、
無
謀
大
路
な
る

殖
民
者
は
直
も
仁
此
所
仁
突
進
し
、
僅
少
な
る
火
薬
を
以

て
多
大
の
利
盆
を
牧
め
ん

E
す
る
は
蛍
然
の
事
な

b
。
殊

に
彼
等
仁
し
て
多
少
憲
法
上
の
知
識
を
有
せ
ん
が
、
内
回

法
律
は
之
等
の
地
域
仁
於
て
彼
等
を
拘
束
す
る
の
カ
な
く

特
殊
な
る
依
例
の
後
布
を
見
、
c
る
問
は
彼
紘
一
ず
の
行
動
は
全

然
自
由
な
る
乙
之
を
知
L
り
て
乱
行
狼
燕
到
ら
公
る
所
な
き

は
決
し
て
想
像
に
難
か
ら
み
が
ノ
O

如
何
と
な
れ
ば
何
れ
の
閥
、

民
大
ゐ
を
問
は
ホ
ノ
斯
が
る
同
月
除
を
敢
て
せ
ん
lι

ず
る
者
は

常
に
必
し
減
、
善
良
な
名
市
民
に
の
み
限
ら
か
}
A
V

ば
な
ら
'
0

、

英
倒
の
篠
例
は
此
紡
に
付
き
て
は
頗
る
淡
泊
に
し
て
決
し

て
事
貨
を
修
飾
せ
守
谷
然
一
一
身
憾
及
ぴ
財
産
に
録
す
る
諸

積
の
犯
罪
行
は
れ
、
若
し
怯
律
に
よ
F

り
て
之
を
抑
制
す
る

乙
と
な
く
ん
、
ば
今
後
に
於
て
も
純
ノ
々
行
は
れ
ん
と
す
』
と

断
言
せ
』
ク
。
奇
人
は
英
図
入
、
が
今
日
海
外
飯
地
広
一
於
て
温

86 

良
な
る
行
動
を
な
す
に
至
。
じ
は
前
述
の
議
候
例
に
負
ふ

所
少
な
か
ら
ま
み
を
信
ホ
ノ
。

予
を
し
て
真
に
設
に
海
外
に
於
け
る
批
評
を
代
表
す
可

き
一
人
を
依
定
し
、
彼
に
訴
し
て
下
の
問
題
を
問
は
し
め

よ
。
設
が
其
所
設
に
於
て
草
仁
海
外
領
土
に
奮
闘
せ
る
日

本
人
の
み
な
ら
み
ヂ
日
本
の
政
治
家
及
ぴ
政
府
を
宅
併
せ
て

批
難
攻
撃
す
る
は
何
故
な
'
り
や
。
設
は
英
閥
殖
民
時
代
の

初
期
仁
一
於
て
海
外
仁
突
進
し
遼
に
英
悶
々
舎
を
し
て
特
殊

の
候
例
を
護
布
ず
る
仁
歪
ら
し
め
，
セ
る
英
関
人
は
現
に
白

本
殖
民
の
急
先
鋒
、
な
る
も
の
と
何
等
か
の
差
異
あ
A
ソ
E
ζ

信

ム
ア
る
や
。
日
本
政
府
は
殖
民
地
じ
於
け
る
非
行
者
を
鹿
罰

す
る
が
矯
め
特
殊
の
法
律
を
制
定
す
る
乙

tn仰
臼
て
英
図
々

舎
が
先
見
の
明
を
以
て
な
せ
し
所
の
如
く
な
る
能
は
・
ヂ
と
'

信
歩
る
や
。
一
五
ふ
迄
uυ
な
く
放
は
此
問
題
を
否
定
す
可
し
。

故
に
問
題
の
要
紡

ω之
な
1

り
臼
く
今
日
仁
於
て
は
交
通
の

機
関
往
北
日
に
比
し
て
大
仁
完
備
し
、
一
枇
命
岡
市
内
般
の
事
象
に

報
導
ず
る
の
任
務
一
を
負
へ
る
考
会
世
界
仁
散
在
す
る
が
故

仁
、
五
日
人
は
日
々
世
界
の
表
面
に
起
れ
る
事
象
中
或
は
稀

讃
す
可
き
喝
の
、
或
は
批
難
す
可
を
習
の
あ
ら
ば
直
も
い
札

之
を
る
表
し
以
て
世
人
の
注
意
を
喚
起
す
る
乙
と
を
得
る
五
口
人
は
真
に
初
期
殖
民
時
代
に
於
け
る
英
樹
人
の
非
行

な
ん
Jo
故
に
珍
問
は
直
も
に
全
世
界
に
体
操
し
加
が
苦
催
よ

b
鴨
b
て
英
図
殖
民
の
現
況
仁
川
村
営
て
論
、
甘
ん
。
人
類

然
大
ふ
剣
断
の
標
準
な
き
が
放
に
世
人
は
日
本
が
今
日
英
が
夢
想
し
得
文
る
最
大
世
界
帝
闘
の
子
孫
な
る
者
は
少
な

海
外
領
土
に
於
て
行
ふ
所
は
其
本
質
上
批
難
す

J

可
を
告
の
一
く
と
も
殖
民
の
何
ー
を
わ
を
知
ら
守
''Q

可
か
ら
だ
左
れ

な
る
唱
然
が
宅
海
外
領
土
獲
得
の
初
期
に
常

b
て
は
何
れ
一
ど
五
日
人
は
英
岡
仁
一
於
〈
ず
ら
寸
殖
民
地
に
趨
く
は
之
れ
別

の
閥
民
に
も
兎
が
る
ー
、
乙
と
能
は
か
」
る
階
段
な
る
を
忘
却
一
世
界
広
入
る
の
第
一
歩
な
ム
ツ
し
と
の
奮
思
想
が
全
く
治
減

せ
L
リ
0

郎
も
賢
人
は
事
物
の
」
初
期
を
宥
過
し
な
り
o

過
去
一
し
会
J

り
セ
る
や
否
や
を
艦
し
り
が
も
の
な
1
9
0

前
代
に
於
け

.
の
事
件
は
隠
史
な
る
幕
中
に
総
れ
、
な
る
が
故
に
之
を
看
過
了
ー
心
思
想
は
現
代
に
於
て
も
容
易
化
縫
化
消
滅
し
去
る
唱
の

し
同
一
の
事
態
眼
前
に
販
は
る
れ
ば
丸
信
く
新
奇
の
現
象
な
一
応
非
歩
。
却
も
害
時
代
仁
一
周
し
セ
る
者
が
金
ぐ
死
滅
し
た

る
か
の
如
く
仁
之
を
批
難
す
。
原
史
は
繰
返
す
刃
も
の
な
る
…
る
後
に
非
ら
合
れ
ば
奮
思
想
は
決
し
て
全
然
消
滅
し
去
る

の
事
官
は
時
と
し
て
五
口
人
仁
取
I

り
て
大
に
不
便
な
る
乙
と
一
号
の
に
非
宗
。
故
仁
殖
民
地
を
以
て
一
種
特
異
の
天
地
に

あ
1

り
。
殊
に
商
事
費
は
忘
却
せ
ら
れ
、
新
事
費
の
み
眼
前
一
し
て
善
良
な
る
市
民
の
決
し
て
移
住
す
可
を
所
下
非
?
と

に
存
す
わ
ぬ
と
を
、
此
新
奮
雨
事
官
を
比
較
す
可
念
場
令
に
一
の
迷
想
は
今
宵
残
存
し
っ
、
あ
る
な
ん
-
。
移
民
者
の
乗
舶

於
て
殊
に
然
t

り
と
す
。
膝
史
上
の
事
費
如
何
を
問
は
ヤ

J

非
一
が
徐
に
埠
践
を
麟
れ
て
漸
〈
霧
に
包
ま
る
?
と
き
涙
仁
被

行
は
岡
よ
ら
非
行
に
し
て
決
し
て
宥
す
可
わ
ら
ず
の
も
の
一
を
搾
る
も
の
は
今
宵
絡
ヘ
含
る
な
ん
'
0

前
途
の
安
寧
を
蹴

攻
。
と
離
が
も
予
は
唯
日
本
に
野
ず
る
枇
-
難
仁
川
河
し
て
腕
わ
工
@
ノ
る
離
別
の
鮮
に
は
隠
れ
花
る
恐
怖
の
存
す
る
な
ら
。
然

続
駁
を
試
み
¥
箪
に
一
局
部
に
起
よ
り
大
る
事
貨
を
捕
ヘ
て
プ
か
省
大
謄
な
る
移
民
者
は
前
途
の
希
望
を
総
ひ
っ
、
耐
ヘ

企
図
家
を
許
せ
ん
と
す
る
の
伶
L

リ
に
酷
な
る
を
指
摘
せ
ん
難
ぎ
を
忍
ぴ
て
其
郷
土
を
離
る
、
な
か
o

之
ぞ
大
陽
決
し

と

す

る

沙

も

の

な

ら

。

て

波

せ

含

る

大

帝

国

建

設

の

異

相

な

る

o

交
は
一
公
私
の
舎
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A
げ
に
臨
み
て
我
子
の
妊
患
を
物
語
1
n
ノ
、
我
子
乙
そ
は
海
外

領
土
の
建
設
仁
貢
献
す
る
天
晴
子
納
者
よ
と
血
管
め
誇

b
一ノ

、
あ
る
問
母
、
繊
弱
含
母
拡
人
知
れ
ホ
J

熱
き
一
仮
仁
我
克
の

行
末
を
惣
ふ
な

h
、
入
拡
殖
民
事
業
を
以
て
男
子
の
妊
患

な

6
1し
す
る
二
千
世
犯
の
今
日
仁
於
て
す
ら
斯
か
る
悲
劇

綜
倫
行
は
れ
っ
、
あ
る
な
ん
O

別
け
て
此
悲
劇
は
手
離
し

難
を
愛
媛
が
其
最
愛
の
犬
を
慕
ひ
て
遠
く
広
口
人
の
極
東
之

櫛
ず
る
留
地
仁
一
趨
わ
ん
と
す
る
に
営
よ
り
て
一
層
英
甚
だ
し

を
を
血
児
ふ
る
な
L

リ
。
五
口
人
材
架
し
て
日
本
人
の
如
ど
愛
郷

病
仁
苦
し
め
ら
る
〉
か
、
五
口
同
胞
の
殖
民
者
は
日
本
人
の

如
く
っ
吾
等
故
脳
を
殿
る
h

乙
E
ζ

建
し
。
続
ら
ん
哉
と
叫

ん
か
や
。
帝
闘
海
外
の
諸
殖
民
地
が
優
逸
抜
群
の
子
女
仁
封

ず
る
最
良
の
活
動
舞
蚤
な

6
2宥
倣
3
る
、
仁
歪
ら
含
る

問
海
外
殖
民
地
は
単
に
不
良
官
険
者
の
踏
械
に
委
す
可
を

伏
魔
殿
な
1

り
と
す
る
思
想
の
消
滅
せ
含
る
間
五
日
入
拡
未
だ

術
協
主
義
の
理
想
を
完
成
し
北
る
が
も
の
と
一
五
ふ
可
か
ら
含

る
の
み
な
ら
ホ
j

他
閣
の
快
鮪
失
行
仁
付
き
て
批
難
を
加
ふ

る
の
資
将
な
さ
も
の
攻

b
。
絵
典
の
改
正
~
軽
便
な
る
法

例
案
纂
の
議
行
と
共
に
前
越
せ
る
が
如
を
不
総
快
な
る
法

、.p

• 

二
λ

究
は
今
や
港
地
ハ
中
よ
ら
除
念
会
ら
れ
花
る
を
以
て
、
吾
人

は
特
に
過
去
の
悦
づ
可
き
事
責
を
摘
議
し
て
聖
代
の
閥
威

を
汚
織
す
る
の
要
な
/
¥
叉
或
殖
民
地
が
犯
罪
人
の
放
逐

城
北
1

り
し
・
草
食
及
び
犯
罪
人
、
が
自
己
の
罪
惑
を
隠
蔽
し
て
，

一
枇
命
日
良
民
の
集
を
受
け
ん
と
し
て
殖
民
地
に
逃
践
し
大
る

の
事
貨
は
殆
ん
と
一
点
口
人
の
記
憶
よ
t
り
治
へ
会
れ
y

り
。
左
れ

ど
五
口
人
は
一
歩
を
・
進
め
て
問
は
ん
、
若
し
之
等
の
採
史
上

の
事
費
を
除
け
ば
五
口
人
現
今
の
砧
畑
氏
制
度
は
果
し
て
理
想

的
の
唱
の
な
t
リ
と
一
五
ふ
乙
と
を
得
可
を
か
、
否
五
日
人
の
制

度
以
未
、
だ
移
民
の
域
を
蹴
せ
ホ
ノ
し
て
殖
民
地
は
無
資
産
者

の
移
住
所
1
ζ

宥
倣

3
れ
、
図
庫
の
一
公
共
闘
機
に
封
ず
る
貸

付
及
び
救
貧
法
の
低
項
之
相
候
っ
て
、
無
職
者
貧
悶
者
救

助
の
方
便
に
供
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
な
ん
J
O

一
万
来
殖
民
地
に

突
進
す
る
は
奮
闘
的
生
涯
の
第
一
歩
セ
る
可
念
、
唱
の
な
る

に
却
て
之
が
生
活
上
窮
極
の
階
段
食
る
が
如
き
税
あ
る
拡

悲
し
む
可
舎
」
現
象
に
非
ホ
ノ
や
。
然
ら
ば
他
方
仁
一
於
て
各
地

の
殖
民
地
は
前
述
せ
る
が
如
く
に
し
て
故
図
を
離
れ
大
る

移
民
を
微
遡
す
る
や
、
綿
花
一
彼
等
紘
一
一
般
選
捧
せ
ら
れ
食

る
本
国
民
が
移
住
し
来
ら
ん
乙
と
を
希
望
.
ず
る
や
。
と
一
五

ふ
に
之
を
先
例
仁
徴
す
れ
ば
加
奈
太
の
諸
州
に
於
て
は
母
冒
険
の
事
業
F

乙
看
倣
し
、
勇
往
遇
獲
し
セ
る
時
代
々
制
限
跡

闘
に
於
け
る
無
責
任
な
る
闘
機
が
趨
蛍
な
る
註
意
及
び
避
を
存
ず
る
乙
と
な
る
が
、
之
等
の
痕
跡
は
吾
人
を
し
て
同

擦
を
似
合
て
能
。
仁
一
移
民
を
輪
注
し
来
る
の
勢
宏
防
止
せ
胞
た
る
蘇
閤
人
移
住
ニ
白
を
忍
ば
し
め
、
並
行
後
請
は
今
日

ん
が
斜
め
千
八
百
九
十
八
年
一
の
絵
伴
を
・
制
定
し
弧
児
及
仁
至
る
迄
聖
ア
ン
デ
レ
砂
日
仁
於
て
犯
念
祭
を
恕
行
ず
る

び
不
共
犯
の
移
入
仁
劃
し
て
制
限
を
加
ヘ
党
ム
ノ
O

闘
よ

b

乙
と
を
忘
れ
歩
、
電
流
を
利
用
し
て
迩
か
仁
蔦
里
の
故
国

倫
敦
貧
民
原
の
窮
民
が
加
奈
太
平
原
の
精
鮮
な
る
翠
集
中
之
友
柴
を
共
に
す
る
を
見
る
。
左
れ
ど
今
日
仁
於
て
同
様

に
て
新
北
仁
其
生
涯
を
始
め
ん
之
し
て
渡
来
す
る
は
決
し
の
獄
況
の
下
仁
殖
民
地
仁
移
住
せ
ん
と
す
る
者
果
し
て
幾

て
加
奈
太
人
の
軽
ん
ず
る
所
に
非
歩
。
唯
殻
瑳
あ
る
児
童
仰
が
あ
る
o
z
d
人
は
殖
民
地
下
一
於
け
る
住
民
約
種
類
を
改

の
除
外
せ
ら
れ

λ
ζ
と
を
希
望
す
る
苦
の
な
z
り
。
最
も
斯
良
せ
ん
が
鴻
弘
如
来
し
て
如
何
な
る
政
策
を
採

6
つ
h
あ
よ
り

か
る
制
限
が
成
年
者
の
場
合
に
於
て
が
も
架
し
て
行
は
る
、
一
ゃ
。
回
よ
F
h

・
濠
洲
及
げ
加
奈
太
綜
・
邸
内
仁
骨
闘
中
に
一
大
岡

や
否
や
は
凶
難
な
る
問
題
に
し
て
目
下
殖
民
地
の
要
求
を
一
家
を
形
成
せ
ん
ノ
O

市
亜
の
地
が
然
る
の
日
が
も
亦
廷
を
仁
あ

充
、
食
ず
に
足
る
可
守
」
献
す
働
者
を
供
給
す
る
の
途
は
現
今
の
一
ら
ん
。
左
れ
ば
五
日
入
、
が
今
論
ポ
ノ
る
所
時
寧
ろ
小
殖
民
地
仁

方
怯
以
外
に
之
を
見
出
す
と
と
宏
得
才
る
が
故
仁
蛍
分
現
一
闘
す
る
唱
の
仁
し
て
、
之
壮
一
ず
の
殖
民
地
拡
大
数
に
よ
F

り
て

釈
に
放
任
す
る
の
外
な
か
る
可
し
。
斯
く
論
b
来
れ
ば
英
一
閥
王
の
質
庫
、
党
F

り
。
左
れ
い
ι斯
く
諸
洋
に
散
在
せ
る
植
民

闘
の
航
民
地
行
政
が
も
亦
批
難
す
可
き
鮪
な
を
に
非
ホ
J
T
乙
雄
一
一
地
は
大
な
る
自
治
殖
民
地
の
底
に
渡
し
て
世
人
の
注
意
仁

落
、
吾
人
は
今
一
世
界
の
殖
民
地
中
英
閣
の
犬
れ
よ
む
も
良
て
し
』
る
乙
之
頗
る
少
な
し
。
五
口
人
は
今
日
に
至
る
迄
此
事
変

好
な
る
殖
民
地
が
某
し
丈
存
ず
る
や
否
や
を

J

顧
み
公
る
可
一
を
等
闘
に
附
し
党
る
の
傾
な
を
や
。
主
頒
殖
民
地
中
の
或

・
か
ら
ホ
ノ
。
英
闘
の
属
図
中
最
も
小
な
る
毛
の
例
之
ば
モ
ー
も
の
は
英
行
政
金
〈
内
岡
問
、
仮
遣
の
官
吏
仁
よ
よ
り
て
行
は
る

リ
ジ
ヤ
ス
仁
於
て
す
ら
殖
民
地
に
移
住
す
る
を
以
て
快
必
銀
行
英
一
他
の
商
業
上
の
大
機
関
は
青
年
の
進
取
必
を
挑
接
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雑

し
、
新
規
な
る
法
制
機
関
の
整
へ
る
結
果
と
し
て
漸
次
に
事
費
な
λ
/
正
雄
号
、
五
日
人
が
今
問
は
!
ん
と
す
る
所
は
み
~
〈

往

昔

の

般

民

地

の

周

闘

に

新

殖

民

地

の

護

生

を

見

ん

と

す

別

個

の

問

題

仁

腐

す

。

.

る
に
至
れ
F

り
。
左
れ
ど
共
以
上
に
は
果
し
て
何
物
が
あ
る
一
兎
に
角
一
層
秩
序
あ
る
殖
民
を
な
す
は
常
閥
其
る
の
よ

回
よ

6
駐
屯
軍
隊
の
非
職
勝
械
に
し
て
時
に
術
殖
民
地
仁
一

ιり
見
て
根
本
的
に
重
大
な
る
問
題
な
1
リ
。
未
だ
多
く
世
人

止
ま
れ
る
唱
の
な
さ
に
非
歩
と
雌
強
要
す
る
に
任
意
殖
民
一
の
、
准
意
に
よ
ら
含
る
所
に
し
て
一
考
に
僚
す
る
沙
も
の
な
ん

J

の
時
代
は
過
ぎ
去
i
リ
北
る
な
1

り
o

今
鍛

O
K
一
青
年
法
律
工
大
は
殖
民
地
在
る
も
の
が
葉
大
小
を
論
性
、
ヂ
母
闘
の
生
存

家
に
つ
き
て
も
何
日
川
故
に
殖
民
地
仁
一
趨
き
て
其
業
を
健
全
一
上
に
及
ぼ
す
影
響
な
ム
リ
Ir-ず
。
英
闘
が
未
だ
猶
良
の
初
期

ま
る
か
を
悶
は
ん
か
、
巽
符
ふ
る
所
は
多
少
諸
子
の
帝
岡
一
に
あ
ム
ノ
て
草
に
菜
、
繭
な
る
一
小
閥
、
党
y
り
し
時
代
之
今
日
の

的
戚
念
を
刺
執
す
る
唱
の
あ
ら
ん
。
郎
も
彼
等
は
波
濡
高
一
英
図
と
を
比
較
せ
よ
。
爾
来
同
家
的
膨
脹
は
阪
ゐ
大
な
る

里
野
縦
四
蒙
昧
な
る
殖
民
地
に
趨
hv
含
る
ρ
喝
未
だ
本
国
に
於
"
も
の
あ
F

り
し
が
岡
民
、
屯
亦
大
に
其
白
章
一
必
を
増
加
し
来
れ

て
糊
口
を
充
北
す
仁
足
る
の
傑
地
あ
ん
と
信
ポ
ノ
る
が
故
な

1
9
0

左
れ
ど
予
は
英
闘
が
今
日
の
如
を
大
膨
脹
を
な
し
、
文

y
り
。
設
仁
於
て
予
は
最
苦
賎
粛
に
下
の
疑
問

k
提
出
せ
ん
。
る
理
由
の
一
は
明
ら
か
仁
其
帝
問
問
主
義
的
議
遼
に
あ
'
り
と

今
や
吾
英
一
閥
人
は
殖
民
的
精
耐
仰
を
失
ぴ
し
に
は
非
含
る
ゃ
な
す
に
践
踏
せ
含
る
な
t
り
。
而
し
て
此
黙
に
於
て
大
小
英

之
。
年
々
太
卒
洋
を
横
拐
っ
て
海
の
彼
方
に
移
住
す
る
者
領
殖
民
地
が
貢
献
し
花
る
所
は
偉
大
な
る
も
の
な
6
E
C
一五

は
頗
る
多
く
、
移
住
者
が
海
外
仁
一
於
て
費
消
す
る
本
闘
の
は
念
る
可
が
ら
タ
。
此
事
費
は
個
人
的
及
ば
非
個
人
的
の

産
物
は
頗
る
彩
し
を
は
一
事
費
な
る
も
予
は
前
掲
の
問
題
に
雨
方
面
よ
'
り
観
察
す
る
げ
と
を
得
可
し
。
郎
%
帝
閣
は
現
代

封
し
て
断
然
寸
否
し
之
容
ふ
る
と
と
合
得
と
は
信
背
骨
d

る
な
の
男
女
に
封
し
〈
活
動
の
新
天
地
を
供
給
し
北
る
も
の
に

b
。
吾
同
胞
は
克
己
精
願
、
殖
民
地
に
至
る
や
お
一
カ
を
掲
じ
て
彼
等
は
機
舎
の
増
加
に
作
ぴ
て
安
際
枇
舎
応
援
締
ず

し
て
努
力
す
此
鮪
に
於
て
最
弘
優
良
な
る
殖
民
者
な
る
は
一
る
乙
冒
と
愈
多
く
殖
民
地
仁
於
け
る
経
験
は
愈
々
一
彼
等
に
活

銭

90 
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動
の
武
器
を
興
ふ
る
乙
之
、
な
る
な
'
り
。
斯
が
る
消
息
が
を
雑
多
の
問
題
を
供
給
す
。
邸
も
五
日
人
は
本
国
仁
住
居
す

を
一
般
人
士
の
認
識
す
る
所
'
乙
な
ら
ば
口
抑
的
消
防
設
は
漸
次
@
る
者
が
決
し
て
想
像
す
る
乙
と
を
得
ぎ
る
新
獄
態
の
下
に

に
消
滅
し
。
議
く
殖
民
地
に
雄
飛
せ
ん
と
す
る
青
年
毛
決
v

年
来
の
問
題
を
研
究
す
る
の
機
舎
を
有
ず
。
予
の
経
験
よ

し
て
浮
浪
的
人
物
と
宥
倣
3
る
、
乙
と
な
く
、
女
子
と
雄
一
L
リ
云
ふ
も
予
は
絶
ヘ
ホ
ノ
従
来
の
断
案
中
更
に
大
に
擦
張
し

減
、
殖
民
地
に
趨
を
、
以
て
術
陣
の
蕗
債
を
愈
寄
り
る
仁
至
一
推
発
す
可
き
唱
の
あ
る
を
姿
見

L
つ
、
あ
る
な
ん
'
0

印
も

る
可
し
。
斯
く
世
人
、
が
殖
民
地
仁
於
け
る
生
活
及
び
事
業
一
従
来
の
結
論
は
之
を
訴
事
貨
に
探
し
て
、
試
験
す
る
じ
及

に
闘
し
て
健
全
な
る
見
解
を
有
す
る
に
至
る
と
と
は
殖
良
一
ん
で
亦
北
大
に
梼
究
す
可
を
唱
の
あ
る
を
見
る
。
換
言
す

地
主
斗
が
も
の
じ
誠
ム
ツ
て
も
亦
有
盆
な
る
乙
と
な
よ
り
と
す
。
否
一
れ
ば
奮
結
論
の
義
生
、
建
麟
案
の
形
成
以
来
見
解
の
範
悶

殖
民
地
仁
取
ろ
て
有
議
な
る
の
み
な
ら
み
少
圏
内
に
於
け
る
一
は
大
に
擁
張
せ
ら
れ
往
時
の
人
民
、
が
伝
日
て
問
き
及
ば
含

b

諸
積
の
感
絞
に
濁
し
て
宅
亦
有
徒
な
ら
。
印
も
年
々
是
等
一
し
訴
事
支
が
義
生
せ
る
な
P
9
0

斯
か
る
現
象
は
且
ハ
髄
的
例

の
的
学
校
よ
ιり
出
づ
る
-
青
年
は
過
去
に
於
て
身
を
立
て
図
仁
一
読
と
し
て
務
律
の
場
合
に
付
き
て
之
を
見
る
唱
明
ら
か
仁

喝
し
食
る
幾
多
の
青
年
と
等
し
く
斬
新
な
る
知
識
と
技
傭
一
し
て
弾
力
性
は
絡
え
歩
誠
駿
せ
ら
れ
文
台
。
是
等
の
，
黙
は

E

乙
を
有
す
る
ρ
も
の
な
れ
ば
な
L
ッ
。
克
仁
叉
斯
わ
る
見
解
は
本
問
題
に
閥
渉
ず
る
所
締
法
き
が
如
し
ょ
L

雌
も
海
外
領
地

母
倒
仁
封
し
て
も
有
議
な
る
も
の
な
台
、
如
何
止
な
れ
ば
の
維
持
議
民
の
魚
め
仁
重
大
な
る
要
素
i
L
し
て
大
に
考
慮

這
は
帝
閥
会
般
の
会
的
生
活
の
上
仁
大
な
る
反
響
を
及
ぼ
歩
る
の
債
依
あ
ゐ
刃
も
の
と
信
歩
。

す
可
け
れ
ば
な
よ
り
。
上
述
せ
る
所
は
要
ず
る
仁
本
問
題
の
吾
人
が
英
図
の
殖
民
事
業
に
関
し
て
上
述
せ
る
所
は
日

非
個
人
的
方
面
広
し
て
、
予
は
此
方
面
は
個
人
的
方
面
仁
木
の
場
合
に
於
て
唱
大
仁
実
遮
中
せ
る
を
見
る
。
日
本
人

比
し
て
一
般
世
人
が
等
閑
に
附
す
る
所
な
ウ
と
信
歩
。
殖
は
頗
る
鋭
敏
な
る
観
察
力
を
有
す
る
が
故
に
決
し
て
英
図

民
地
は
吾
人
に
諸
積

H

斬
新
な
る
経
験
を
奥
ヘ
、
研
究
す
可
入
、
が
遵
殺
し
お
る
過
去
の
歴
史
を
着
滋
し
大
F

り
と
恕
像
ず

91 
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雑
録
、

る
乙
と
を
得
ム
ヂ
。
新
ー
た
に
海
外
領
土
を
獲
得
し
た
る
結
果
困
難
に
関
連
し
て
奇
ま
る
は
若
し
此
関
難
仁
し
て
軍
事
上

は
之
が
経
替
の
候
仁
-
嘗
る
可
き
敏
腕
気
鋭
の
士
を
要
求
す
の
勤
務
叉
は
危
険
じ
闘
す
る
宅
.
の
な
る
ー
に
き
は
日
本
人
は

而
し
て
此
要
求
は
蹴
に
或
鮪
仁
於
て
満
足
せ
ら
れ
セ
ー
り
。
'
泉
て
奮
越
し
て
之
に
静
岡
る
が
故
に
業
困
難
は
立
ろ
に
袖
削
減
.

予
は
蕃
一
陣
及
び
朝
鮮
に
在
任
す
る
数
多
の
有
潟
な
る
日
本
一
す
可
し
。
此
愛
図
的
精
紳
は
同
氏
牲
の
養
成
指
導
土
頗
る

官
変
と
舎
兄
し
た
ん
ノ
O

凶
ょ
ん
実
数
非
常
に
多
し
と
お
ふ
一
位
意
す
可
き
乙
I
L
仁
腐
す
。
以
上
述
ん
か
る
所
は
日
本
政
治

に
非
合
る
常
現
に
必
要
な
る
人
員
を
補
佐
し
得
、
党
る
の
事
一
家
の
了
得
せ
る
所
に
し
て
予
は
東
洋
大
帝
図
の
潟
政
者
が

安
は
今
後
絞
替
の
匙
捗
ず
る
仁
一
作
ふ
て
要
す
る
に
至
る
可
一
結
極
此
殖
民
問
題
の
解
決
に
成
功
す
可
き
を
疑
は
ず
心
山
も

を
人
材
を
幾
怪
ず
る
に
難
か
ら
も
d

る
の
読
左
な
t
り
と
な
す
一

{
i
i
j
j
i
)
l
i
j
l
!
;
!
l
t

を
得
可
し
。
之
と
何
時
に
視
に
猫
民
地
に
在
任
す
る
官
真
一

4

・、t
z
j
i
z

等
紘
一
幼
児
ハ
一
蹴
一
統
治
上
の
諸
問
題
に
接
絢
ず
る
乙

ι仁
よ
ιり
一

寸

λ
H↑
鼠
¥
臨
隣
家
前
倒
と

て
次
第
に
経
験
を
積
み
奨
結
果
大
に
母
倒
政
府
の
殖
民
地
一
そ
の
反
動

政
策
に
貢
献
す
る
仁
一
企
る
可
し
。
左
拡
云
ヘ
日
本
閥
、
文
る
一

t
日

L
I
K

唱

の

今

日

殖

民

地

の

行

政

上

に

要

す

る

下

級

官

支

を

募

集

一

本

巨

王

手

周

一

ず
る
に
付
ぎ
て
は
少
な
か
ら
合
る
困
難
を
戚
歩
可
し
。
統
一
定
の
}
倍
加
は
チ
1
グ
ラ
1

教
授
「
第
十
九
世
紀
岡
山
潮
史
し
申
の
二
郎
を
抄
諜

治
す
可
き
地
域
拡
旋
湖
に
し
て
帝
闘
と
し
て
の
責
務
は
驚
一
せ
1
8
の
な
円
前
…
紀
初
年
一
に
於
け
る
間
還
の
政
治
思
怒
の
雲
院
は
之
を

く
可
き
漣
皮
を
以
て
英
一
悌
、
上
に
堂
島
し
来
れ
AJO
日
本
は
一
明
治
年
問
削
減
益
曾
開
設
前
に
於
け
る
明
治
思
想
の
鑓
滋
と
比
較
L
て
類

一
似
の
賠
甚
だ
多
t
若
t
本
綾
と

t
て
一
識
の
撲
を
得
ば
更
に
他
の
制
と
桜

今
や
全
身
会
誌
を
捧
げ
て
困
難
な
る
殖
民
地
の
事
業
仁
従
一

(
ζ

と
ι一る可
L

E

ー
事
す
可
を
多
数
の
青
年
を
要
す
。
加
か
も
此
要
求
は
婚
家

e

(

ご
個
人
主
義
的
国
家
観

仁
於
て
弓
決
し
て
消
滅
す
る
乙
冒
と
な
か
る
可
し
。
設
に
此
'
欧
羅
巴
濁
立
戦
役
後
、
、
人
民
個
人
の
図
家
に
於
狩
る
地
位

ー...... -
-‘ ___.‘ 
._.‘ 、.回開‘

の
純
寝
耳
と
相
候
っ
て
、
問
家
の
職
分
本
性
仁
閥
ず
る
思
恕
明
専
制
の
警
察
岡
仁
封
ず
る
厭
悪
の
清
仁
阪
胎
せ
る
側
関
家

概
念

g
亦
改
ま
る
に
至
つ
柱
。
一
必
九
二
年
、
プ
ム
ボ
ル
夫
れ
白
樺
仁
封
ず
る
厭
怒
の
慌
が
合
ま
れ
て
居
る
。
叉
他

ト
は
共
の
強
制
寸
同
家
活
動
限
界
論
t

一
に
於
て
倒
家
活
動
の
範
方
仁
一
於
て
彼
は
新
人
女
的
思
想
の
個
人
主
義
郎
、
有
識
者

闘
を
根
め
て
狭

υ解
し
、
閥
家
の
教
化
的
職
分
を
否
認
し
を
し
て
組
閣
岡
家
を
冷
遇
終
脱
す
る
に
至
ら
し
め
食
る
主

態
に
閥
家
内
外
に
謝
す
る
防
衛
を
以
〈
英
の
喰
一
の
職
分
観
主
義
の
影
響
を
が
も
受
け
て
居
つ
北
の
で
あ
る
。
彼
が
必

之
認
め
セ
。
印
も
彼
は
積
極
的
仁
拡
斯
、
之
一
一
日
ふ
て
居
る
。
カ
を
傾
注
し
セ
る
は
自
己
修
養
，
ア
あ
っ
て
従
っ
て
ヂ
オ
ゲ

『
内
受
外
忠
仁
艶
し
岡
一
家
の
静
認
安
寧
を
維
持
保
障
す
る
ネ
ス
の
如
く
岡
家
仁
冷
淡
な
ら
診
る
を
得
な
か
っ
柱
。
支

は
岡
家
の
目
的
J
一
ず
る
所
に
し
て
叉
是
れ
閥
家
を
煩
は

3

書
に
よ
J

り
意
見
に
徴
し
、
此
青
年
ブ
ム
ボ
ル
ト
を
、
l
・1
勿

ね
ば
な
ら
ぬ
所
で
・
あ
る
』
と
。
叉
彼
は
消
極
的
は
次
の
如
く
一
論
青
年
ブ
ム
ボ
ル
ト
ム
彼
は
後
年
設
を
獲
b
セ
)
t
i
l
l
理
論

断
言
し
て
居
る
o
吋
絶
叫
到
に
必
要
な
る
法
規
の
自
然
的
自
護
一
一
的
無
政
府
主
義
の
先
駆
者
の
一
人
と
認
む
る
に
て
は
、
決

的
結
果
と
し
て
避
く
可
か
ら
芯
る
の
範
悶
会
越
え
て
、
直
一
し
て
誤
つ
て
は
ほ
泊
ら
ぬ
。

接
間
接
関
民
の
道
徳
品
牲
に
影
響
す
る
如
き
措
置
は
、
ゐ
二
プ
イ
ー
ス
ゴ
乃
至
一
ア
ル
の
史
劇
詩
家
と
し
て
閥
家
組
闘
を

然
之
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
、
叉
此
概
念
を
助
長
す
る
一
拐
一
一
厳
正
し
く
解
し
得
な
る
ジ
ル
ラ
!
悲
理
論
上
に
於
て
は

の
も
の
、
株
仁
数
育
宗
数
上
の
施
設
者
修
絵
の
如
舎
は
、
一
ブ
ム
ボ
ル
ト
と
撲
を
一
ぶ
せ
る
制
慨
が
あ
る
0

「
美
的
数
育
し

会
く
岡
家
職
分
の
範
閣
外
仁
筋
ず
る
M

も
の
で
あ
る
と
」
o
新
一
の
著
者
た
る
彼
に
取
っ
て
は
滋
賀
の
岡
家
は
巴
を
符
ぎ
る

〈
プ
ム
ボ
ル
ト
が
閥
家
の
目
的
を
狭
陸
な
る
範
閣
に
眠
ら
一
の
闘
家
，
で
あ
L
リ
、
叉
必
要
な
る
惑
で
あ
っ
花
、
彼
の
理
想

文
る
は
¥
一
は
彼
が
の
/
ヱ
ル
ネ
ル
宗
数
令
夜
布
後
問
看
な
一
-
印
も
美
的
外
相
慨
を
兵
へ
自
由
の
託
公
屈
を
以
て
成
立
せ
る
弘
一
一
〈

く
伯
林
高
等
法
院
附
試
補
と
し
て
得
た
る
所
の
経
験
に
図
的
関
家
は
必
要
ょ
ん
云
へ
ば
す
べ
て
の
紳
士
の
必
畑
山
に
求

る
昔
、
其
根
本
仁
於
で
は
干
渉
至
ら
念
る
な
き
後
見
的
関
め
得
ら
る
、
の
で
あ
る
、
併
し
安
際
よ

64一
万
ヘ
ば
醇
乎
な
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